
 

 

 

県内で埋め立てられる産業廃棄物を抑制するために広島県が独自に課税する地方税で、その収入は

環境施策の費用にあてられる目的税です。 

 

 

県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の排出事業者又は中間処理業者です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物１トンにつき 1,000 円（１キログラムあたり１円） 

 

 

最終処分業者が、排出事業者又は中間処理業者から税を受け取り、４月末・７月末・10 月末・１月末

の年４回県に申告し、納めます。 

 

 

自らが排出した産業廃棄物を、自らが有する最終処分場において処分（自社処分）する場合は、課税

されません。 

 

 

産業廃棄物の３Ｒの推進、適正処理、啓発活動の支援を基本とし、その他の循環型社会形成のため

の施策に活用します。 〔3R：Reduce（減らす）、Reuse（繰り返し使う）、Recycle（再資源化）〕  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ３Ｒの推進   
・ 新たなリサイクル技術の開発や施設整備への支援 など 
 

 廃棄物の適正処理  
・ 廃棄物の適正処理対策推進 
・ 不法投棄防止対策推進 など 

 啓発活動の支援  
・ 廃棄物に関する意識啓発や環境教育・学習の推進 

      
 その他の循環型社会の形成  

・ 上記３項目以外の循環型社会形成のための取組み 

税 
 

 

収 

県 

基 

金

 

産業廃棄物埋立税 
県税のしおり 

令和６年度 

排 出 事 業 者 

（納税義務者） 

排 出 事 業 者 
中間処理業者 

（納税義務者） 

最

終

処

分

業

者 

特
別
徴
収
義
務
者

 

県 

基 

金

 

税 

税 

税 

税相当額 

 (中間処理手数料) 

 (最終処分手数料) 

 (最終処分手数料) 

● 納 め る 人 

● 納 め る 額 

● 申 告 と 納 税 

● 課 税 免 除 

● 税 収 の 使 途 


